
そ
の
祐
天
の
徳
は
町
中
に
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
項
　
桂
昌
院
と
祐
天

祐
天
は
前
述
の
ご
と
く
庶
民
と
の
接
点
を
保
ち
な
が
ら
、
将
軍
家
と
の
関
係
を
ま
す
ま
す
深
め
て
い
く
。

宝
永
二
年
に
な
る
と
、
正
月
二
十
九
日
に
門
周
が
、
二
月
二
十
六
日
・
四
月
二
十
一
日
に
は
了
也
、
三
月

二
十
一
日
に
門
周
と
祐
天
、
四
月
晦
日
・
閏
四
月
二
十
五
日
・
九
月
四
日
に
門
周
・
了
也
・
雲
臥
、
三
月
二

十
九
日
・
五
月
十
日
・
十
月
二
十
三
日
に
門
周
・
了
也
・
雲
臥
・
祐
天
、
十
一
月
十
一
日
に
門
周
・
祐
天
を

は
じ
め
天
徳
寺
、
幡
随
院
ら
が
登
城
し
て
い
る
。

増
上
寺
の
大
僧
正
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
頻
繁
に
奥
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
年
が
初
め
て
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宝
永
二
年
だ
け
で
も
五
回
祐
天
の
登
城
し
た
記
録
が
あ
る
〔『
浄
土
宗
大
年
表
』、『
常
実

記
』、『
隆
光
僧
正
日
記
』（
三
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
四
十
五
年
）〕
。

こ
の
年
六
月
二
十
二
日
、
桂
昌
院
つ
い
に
終
わ
り
の
と
き
を
迎
え
た
。『
檀
通
書
附
』
に
臨
終
の
様
子
が
記

さ
れ
て
い
る
。

桂
昌
尼
公
終
焉
之
砌
祐
師
登
　
城
一

有
二

御
対
顔
一

十
念
授
与
摂
取
之
糸
握
二

両
手
一

而
終
焉
不
レ

乱

﹇
割
注
﹈
貞
誉
僧
正
證
誉
湛
誉
」
三
僧
正
各
列
座
而
以
称
名
同
音
已
上
刻
即
如
レ

入
二

禅
定
一
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と
あ
り
、
三
僧
正
を
後
ろ
に
置
い
て
、
祐
天
が
善
知
識
を
勤
め
た
と
し
て
い
る
。

隆
光
の
記
し
た
『
隆
光
僧
正
日
記
』
の
ほ
う
が
よ
り
客
観
的
に
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ

に
見
て
い
き
た
い
。
危
篤
状
態
に
な
る
の
は
前
日
の
二
十
一
日
で
あ
っ
た
。
日
記
に
よ
る
と
こ
の
日
は
浄
土

宗
の
僧
侶
は
呼
ば
れ
て
お
ら
ず
、
隆
光
を
は
じ
め
進
休
庵
、
護
国
寺
が
詰
め
て
い
た
。
し
か
し
、
二
十
一
日

は
「
御
必
死
之
御
様
態
に
て
御
座
候
得
共
、
御
脈
少
も
不
変
候
之
由
」
で
、
そ
の
日
は
僧
侶
は
退
出
し
て
い

る
。
翌
二
十
二
日
は
「
明
六
ツ
半
過
、
又
護
国
寺
下
屋
敷
へ
告
来
」、
護
国
・
進
休
庵
・
隆
光
が
「
御
側
に
罷

在
、
臨
終
御
正
念
之
御
祈
祷
、
抽
丹
誠
、」
そ
の
後

貞
誉
大
僧
正
、
伝
通
院
、
朝
五
ツ
半
時
被
参
、
十
念
授
け
被
申
上
、
正
念
に
御
受
被
遊
、
随
呼

吸
伝
通
院
、
念
佛
唱
之
、
少
も
無
御
苦
惱
、
四
ツ
時
逝
去
也
、
理
趣
経
一
巻
等
誦
之
、
貞
誉
、

伝
通
、
念
佛
被
申
、
其
内
に
誓
願
寺
、
安
養
院
被
参
、
其
後
増
上
寺
方
丈
被
参
、
八
ツ
時
分
、

護
国
、
進
休
、
備
後
殿
、
同
道
に
て
御
本
丸
へ
参
、
於
い
御
休
息
御
目
見
、
御
悔
申
上
、
御
愁

嘆
不
被
遊
候
様
に
、
随
分
御
諌
申
上

と
あ
る
。

将
軍
家
の
お
抱
え
僧
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
隆
光
ら
が
、
病
気
に
伏
せ
っ
た
と
き
（
五
月
三
十
日
）
か

ら
ず
っ
と
桂
昌
院
に
付
き
詰
め
て
い
た
（『
隆
光
僧
正
日
記
』）。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
連
絡
が
い
っ
た
か
不





明
で
あ
る
が
、
浄
土
宗
側
の
僧
と
し
て
了
也
と
祐
天
が
ま
ず
駆
け
付
け
た
。
幸
い
に
も
臨
終
に
間
に
合
い
、

祐
天
の
念
仏
に
送
ら
れ
て
静
か
に
往
生
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
檀
通
書
附
』
は
少
し
脚
色
さ
れ
て
い

る
が
、
祐
天
が
臨
終
行
儀
を
実
践
し
た
こ
と
も
こ
れ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
。
何
よ
り
も
桂
昌
院
の
信
仰
が
了

也
と
祐
天
と
い
う
個
人
に
向
け
ら
れ
、
増
上
寺
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
今
の
記
述
よ

り
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

翌
二
十
三
日
の
葬
儀
は
増
上
寺
で
行
わ
れ
た
が
、

貞
誉
大
僧
正
引
導
也
、
証
誉
大
僧
正
も
方
丈
も
一
同
に
三
拝
、
作
法
有
之
、
次
に
伝
通
院
等
、

浄
土
宗
之
焼
香
畢

と
、
す
で
に
隠
退
し
た
了
也
が
導
師
を
勤
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
桂
昌
院
は
増
上
寺
に
葬
ら
れ
、
霊

牌
所
も
作
ら
れ
た
。
最
後
は
浄
土
宗
に
帰
依
し
た
姿
で
葬
ら
れ
た
こ
と
は
、
祐
天
の
力
と
言
っ
て
も
良
い
で

あ
ろ
う
。

『
常
実
記
』
附
録
中
（
七
三
六
頁
）
に
祐
天
と
桂
昌
院
の
会
話
が
載
っ
て
い
る
。
場
所
が
増
上
寺
で
あ
る

の
で
お
そ
ら
く
隠
遁
中
の
話
と
思
わ
れ
る
。
内
容
は
、

僧
徒
な
ど
は
学
問
を
つ
と
め
。
臈
次
に
よ
り
。
次
第
に
昇
進
い
た
し
候
へ
ど
も
。

将
軍
家
に
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日
記
』）



は
機
務
の
暇
な
く
お
は
し
ま
す
御
身
も
て
。
典
籍
に
御
心
を
つ
く
さ
れ
な
ば
。
は
て
に
は
御
精

力
衰
耗
し
て
。
御
病
の
い
で
む
も
は
か
り
が
た
し
。
少
し
く
節
量
し
給
は
ゞ
よ
ろ
し
か
ら
む

と
祐
天
が
将
軍
を
気
遣
う
と
、
桂
昌
院
は

政
務
の
資
と
な
る
べ
き
は
。
第
一
文
学
に
す
ぎ
た
る
は
あ
ら
じ

と
言
っ
て
、
逆
に
祐
天
が
諌
め
ら
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
綱
吉
と
桂
昌
院
の
政
務
に
対
す
る
姿
勢
が
う
か

が
わ
れ
、
ま
た
祐
天
と
桂
昌
院
の
関
係
の
一
端
の
表
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

第
三
項
　
綱
吉
と
祐
天

『
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
祐
天
は
綱
吉
に
対
し
て
二
度
法
門
を
行
っ
て
い
る
。
一
回
は
「
諸
徳
集
会
」
の
と

き
と
書
か
れ
て
お
り
、『
常
実
記
』
に
も
記
述
が
な
い
た
め
明
確
な
時
期
が
確
定
で
き
な
い
が
、
も
う
一
回
は

宝
永
四
年
二
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
た
御
前
法
門
で
あ
っ
た
。

「
浄
土
本
」
伝
記
に
先
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
便
宜
上
「
一
回
目
」
と
す
る
が
、
そ
の
法
門
の
内
容
は
次

の
よ
う
で
あ
っ
た
（
以
下
『
略
記
』
よ
り
）。




